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〔
商
法
　
二
九
五
〕

提
携
ロ
：
ン
に
関
し
、
販
売
店
に
名
義
使
用
を
許
諾
し
た
顧
客
の
、

信
販
会
社
に
対
す
る
名
板
貸
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

〔
判
示
事
項
〕

　
販
売
店
か
ら
商
品
を
購
入
す
る
際
に
な
さ
れ
る
ロ
ー
ソ
契
約
に
つ
き
、

商
品
の
購
入
な
く
し
て
、
単
に
販
売
店
に
名
義
を
貸
与
し
た
者
は
、
名
義

貸
人
を
契
約
当
事
者
と
誤
認
し
た
信
販
会
社
に
対
し
、
商
法
二
三
条
の
法

意
に
よ
り
、
販
売
店
と
連
帯
し
て
弁
済
の
責
を
負
う

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
三
条
、
民
法
一
〇
九
条

〔
事
　
実
〕

　
不
明
な
点
が
多
い
が
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
呉
服
商
の
A
は
、
顧
客
で
あ
り
相
当
程
度
の
交
際
の
あ
っ
た
Y
か
ら
そ

の
名
義
を
借
り
受
け
、
な
で
し
こ
戸
ー
ソ
と
呼
ば
れ
る
契
約
を
締
結
し
た

（
判
旨
中
の
「
甲
第
一
号
証
」
と
は
「
な
で
し
こ
ロ
ー
ソ
契
約
書
」
の
こ

と
で
あ
る
）
。
な
で
し
こ
ロ
ー
ソ
契
約
の
内
容
は
、
A
か
ら
呉
服
類
を
購

入
し
た
老
が
B
ハ
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
）
か
ら
そ
の
購
入
用
金
員
を
借

（
∞

∞
　
蟻
叢
醗
）

り
受
け
、
X
（
日
立
ク
レ
ジ
ッ
ト
株
式
会
社
）
が
そ
の
借
入
金
に
つ
き
連
帯

保
証
を
な
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
判
旨
の
中
で
本
件
各
契
約
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
後
者
、
つ
ま
り
、
右
保
証
委
託
契
約
、
お
よ
び
X
が
保

証
債
務
を
履
行
し
た
場
合
の
求
償
義
務
に
つ
い
て
の
約
定
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
後
、
X
は
連
帯
債
務
を
履
行
し
、
Y
に
対
し
て
求
償
金
を
請
求

す
る
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。
一
審
（
名
古
屋
地
判
昭
和
五
七
年
＝
万
二
〇

日
・
昭
和
五
六
年
⑰
第
二
九
四
九
号
）
で
X
勝
訴
（
理
由
は
不
明
）
。
Y
の
控

訴
に
対
し
て
X
は
、
右
保
証
委
託
契
約
は
X
Y
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
Y
は
右
契
約
上
の
責
任
を
負
う
。
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て

も
、
Y
に
は
商
法
二
三
条
の
責
任
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
ω
「
甲
第
一
号
証
に
記
載
の
呉
服
類
（
大
島
、
帯
）
を
Y
が
実
際
に
購

入
し
た
こ
と
の
確
証
が
な
い
こ
と
、
原
審
に
お
け
る
Y
本
人
尋
問
の
結
果

に
よ
れ
裸
、
右
甲
第
一
号
証
に
ロ
ー
ン
の
振
込
銀
行
と
し
て
記
載
さ
れ
て
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判例研究

い
る
C
相
互
銀
行
池
下
支
店
の
普
通
預
金
口
座
は
Y
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
〈
証
拠
略
V
に
よ
れ
ば
、
Y
主
張
の
如
く
、
A
は
、
昭
和
五
五
年
一

〇
月
頃
か
ら
同
五
六
年
六
月
頃
に
か
け
て
、
顧
客
の
承
諾
を
得
た
う
え
で

又
は
こ
れ
を
得
な
い
で
、
顧
客
の
名
義
を
用
い
、
顧
客
が
ロ
ー
ソ
制
度
を

利
用
し
て
呉
服
類
の
商
品
を
購
入
す
る
か
の
如
き
契
約
書
を
作
成
し
、
金

融
機
関
か
ら
同
契
約
に
よ
る
借
受
金
と
し
て
多
額
の
金
員
を
入
手
し
て
い

た
疑
い
が
持
た
れ
る
こ
と
等
の
事
実
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
事
実
に

照
ら
す
と
、
本
件
各
契
約
の
当
事
者
が
、
そ
の
取
引
名
義
の
と
お
り
に
Y

で
あ
る
と
は
、
に
わ
か
に
断
定
し
難
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
も
っ
と
も
、
《
証
拠
略
〉
に
よ
れ
ば
、
上
記
甲
第
一
号
証
の
作
成
後
、

X
の
方
か
ら
．
Y
に
対
し
、
電
話
で
本
件
各
契
約
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
代
金
支
払
明
細
書
を
送
付
し
た
が
、
Y
か
ら
何
ら
異
議

の
出
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
後
記
認

定
の
名
板
貸
の
場
合
で
も
あ
り
う
る
こ
と
と
言
え
る
か
ら
、
右
の
事
実
は
、

未
だ
前
記
認
定
を
覆
し
、
Y
が
本
件
各
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
と
認
め
る

に
は
不
十
分
で
あ
る
．
」

　
「
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
契
約
は
Y
本
人
と
の
間
に
締

結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
X
の
主
張
は
未
だ
認
め
難
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
」

　
③
「
Y
は
昭
和
五
一
年
頃
よ
り
A
か
ら
時
々
呉
服
類
を
買
う
よ
う
に
な

っ
た
う
え
、
D
が
昭
和
五
五
年
五
月
頃
A
方
に
就
職
し
た
の
も
Y
の
紹
介

に
よ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
Y
は
A
と
相
当
程
度
の
交
際
が
あ
っ

た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
こ
と
、
加
え
て
上
記
の
如
く
、
Y
は
自
己
名
義
の

甲
第
一
号
証
の
作
成
を
承
諾
し
て
い
た
う
え
、
同
号
証
の
作
成
後
．
X
の

方
か
ら
Y
に
対
し
、
電
話
で
本
件
各
契
約
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
支
払
明
細
書
を
送
付
し
た
の
に
対
し
、
Y
か
ら
何
ら
の
異
議
も
出

な
か
っ
た
経
緯
が
あ
り
、
し
か
も
原
審
証
人
E
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
Y
は

同
証
人
に
対
し
、
A
に
名
義
を
貸
し
た
旨
述
べ
て
い
た
こ
と
等
の
各
事
実

が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
以
上
の
諸
事
実
に
照
ら
す
と
、
Y
は
、
A
に
対
し
、

Y
の
氏
名
を
使
用
し
て
本
件
各
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
許
諾
し
て
い
た

も
の
と
推
認
し
う
べ
く
、
こ
れ
に
反
す
る
Y
本
人
の
供
述
部
分
は
前
掲
各

証
拠
と
対
比
し
て
措
信
で
き
ず
、
他
に
こ
の
認
定
を
覆
す
に
足
る
証
拠
は

な
い
。

　
そ
し
て
、
原
審
証
人
E
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
X
は
、
Y
が
本
件
各
契
約

の
当
事
者
で
あ
る
と
誤
認
L
て
同
契
約
の
締
結
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
Y
は
、
名
板
貸
人
と
し
て
商
法
二
三
条
の
法
意

に
よ
り
、
本
件
各
契
約
に
よ
り
生
じ
た
債
務
に
つ
き
、
A
と
連
帯
し
て
弁

済
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
．
」

〔
研
　
究
〕

　
一
、
本
判
決
は
．
本
件
保
証
委
託
契
約
お
よ
び
求
償
義
務
に
関
す
る
約

定
（
以
下
、
本
件
契
約
と
呼
ぶ
）
は
、
X
Y
間
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
Y
は
、
名
板
貸
人
と
し
て
商
法
二
三
条
の

法
意
に
よ
り
、
本
件
各
契
約
に
よ
り
生
じ
た
債
務
に
つ
き
、
A
と
連
帯
し

て
弁
済
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
．
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る

と
、
X
と
A
が
本
件
契
約
の
当
事
者
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
．
他

人
名
義
を
用
い
た
場
合
も
、
現
実
に
契
約
を
締
結
し
た
者
（
名
義
の
借
用
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・
冒
用
者
）
が
契
約
当
事
者
だ
と
す
る
と
（
こ
の
点
、
仙
台
高
判
昭
和
五

七
年
一
二
月
一
〇
目
・
金
融
・
商
事
判
例
六
七
六
号
二
二
頁
は
、
「
法
律

行
為
な
い
し
法
律
的
行
為
の
当
事
者
が
誰
か
を
判
断
す
る
に
は
、
代
理
人

又
は
使
者
と
名
乗
っ
て
行
動
し
た
場
合
は
別
と
し
て
、
現
実
に
そ
の
行
動

を
し
た
者
を
．
行
為
者
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
法
律
行
為
な
い
し
法

律
的
行
為
は
現
実
に
そ
の
行
為
を
し
た
本
人
を
当
事
者
と
し
て
成
立
し
、

そ
の
者
に
つ
い
て
効
果
が
生
ず
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
す
る
．

な
お
．
山
本
爲
三
郎
「
金
融
商
事
判
例
研
究
」
金
融
・
商
事
判
例
七
九
七

号
（
昭
和
六
三
年
）
四
九
頁
参
照
）
、
A
の
Y
の
た
め
に
な
す
意
思
が
認

定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
本
件
契
約
も
X
A
間
で
締
結
さ
れ
た
と
解
し
て

よ
い
だ
ろ
う
（
本
田
純
一
「
金
融
商
事
判
例
研
究
」
金
融
・
商
事
判
例
六
九
二
号

（
昭
和
五
九
年
）
五
三
頁
、
同
「
立
替
払
契
約
に
お
け
る
購
入
者
の
法
的
保
護
」
判

例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二
号
（
昭
和
五
九
年
）
八
O
～
八
一
頁
参
照
）
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
判
決
は
、
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」
に
よ
り
、

Y
は
X
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
．
こ
の
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」

と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
の
み
で
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
．
け
れ
ど
も
、

判
決
の
念
頭
に
商
法
二
三
条
が
あ
る
こ
と
は
確
か
ら
し
い
の
で
、
ま
ず
同

条
に
よ
り
Y
の
責
任
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
、
検
討
し

て
み
よ
う
。

　
二
、
（
商
法
二
三
条
）
　
本
判
決
は
、
「
Y
は
、
A
に
対
し
、
Y
の
氏
名

を
使
用
し
て
本
件
各
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
許
諾
し
て
い
た
」
と
認
定

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
商
法
二
三
条
の
「
自
己
イ
…
－
氏
名
…
…
ヲ
使
用

シ
テ
営
業
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
他
人
二
許
諾
シ
タ
」
と
い
う
要
件
を
、
念
頭
に

お
い
て
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
条
は
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
名
義

使
用
の
許
諾
と
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
営
業
を
な
す
こ
と
の
許
諾
を
要
件

と
し
て
い
る
．
本
件
で
は
、
前
者
－
名
義
使
用
の
許
諾
に
つ
い
て
は
問

題
は
な
い
。
検
討
を
要
す
る
の
は
後
者
に
つ
い
て
で
あ
る
．

　
「
営
業
ヲ
為
ス
コ
ト
」
と
は
「
事
業
を
営
む
こ
と
」
で
あ
り
、
営
利
目

的
を
も
っ
て
同
種
行
為
を
継
続
的
・
反
覆
的
に
な
す
こ
と
で
あ
る
（
高
鳥

正
夫
．
商
法
総
則
商
行
為
法
（
改
訂
版
）
（
昭
和
五
七
年
）
七
一
頁
）
。
従
っ
て
、

一
回
の
取
引
行
為
に
限
っ
て
の
名
義
使
用
の
許
諾
は
、
「
営
業
ヲ
為
ス
コ

ト
」
の
許
諾
に
は
あ
た
ら
な
い
（
津
田
利
治
「
商
事
判
例
評
釈
・
監
修
者
附
記
」

財
政
経
済
弘
報
六
五
七
号
（
昭
和
三
二
年
）
八
～
九
頁
、
高
鳥
正
夫
「
名
義
貸
与
者

の
責
任
」
小
池
隆
一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
・
比
較
法
と
私
法
の
諸
問
題
（
昭
和
三

四
年
）
三
〇
二
頁
、
実
方
正
雄
「
名
板
貸
の
責
任
」
法
学
教
室
五
号
（
昭
和
三
七
年
）

六
一
頁
、
田
中
誠
二
”
喜
多
了
祐
・
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
商
法
総
則
（
昭
和
五

〇
年
）
二
六
八
頁
、
喜
多
了
祐
・
星
川
長
七
”
山
口
幸
五
郎
”
堀
口
百
τ
酒
巻
俊
雄

編
・
商
法
総
則
・
商
行
為
法
〔
改
訂
版
〕
（
昭
和
五
二
年
）
九
一
頁
、
同
・
商
法
総
則

（
昭
和
六
〇
年
）
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
、
本
田
・
前
掲
・
金
融
・
商
事
判
例
六
九
二

号
五
三
頁
、
同
・
前
掲
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二
号
八
一
頁
、
堀
旦
旦
・
商
法
総
則

・
商
行
為
法
概
説
（
昭
和
五
九
年
）
七
五
頁
、
沢
井
裕
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
法

と
裁
判
」
関
西
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
・
下
巻
（
昭
和
六
一
年
）
一
〇
八

頁
。
浦
和
地
判
昭
和
三
一
年
一
月
二
八
日
・
下
民
集
七
巻
一
号
一
三
〇
頁
。
反
対
、

加
藤
勝
郎
「
商
事
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
五
号
（
昭
和
三
四
年
）
七
四
頁
）
。

本
件
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
回
の
取
引
行
為
に
限
っ
て
の
名
義
使
用
許
諾
の

場
合
で
あ
ろ
う
．
す
な
わ
ち
、
Y
は
A
に
対
し
て
、
自
己
の
氏
名
を
用
い
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て
営
業
を
な
す
こ
と
を
許
諾
し
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の
氏
名
を
用
い
て

本
件
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
Y
の
許
諾
は
、
商
法
二
三
条
の
許
諾
に
は
あ
た
ら
ず
、
本
件
に
同
条
を

直
接
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
福
麓
博

之
「
商
事
法
判
例
研
究
」
商
事
法
務
一
一
一
〇
号
（
昭
和
六
二
年
）
七
四
頁
参
照
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
回
の
取
引
行
為
に
限
っ
て
の
名
義
使
用
許
諾
で
あ
っ

て
も
．
そ
れ
に
よ
り
、
名
義
貸
与
者
が
営
業
主
で
あ
る
外
観
が
備
わ
る
場

合
も
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
商
法
二
三
条
を
類

推
し
、
営
業
主
た
る
外
観
を
信
頼
し
た
者
に
対
し
て
、
名
義
貸
与
者
に
責

任
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
米
沢
明
・
名
板
貸
責
任
の
法
理
（
昭
和
五
七

年
）
五
一
頁
・
一
〇
二
頁
・
一
九
〇
頁
注
（
7
0
）
、
永
井
和
之
「
名
板
貸
人
の
責
任
」

商
法
の
争
点
（
第
二
版
）
（
昭
和
五
八
年
）
二
五
頁
、
服
部
栄
三
・
商
法
総
則
〔
第

三
版
〕
（
昭
和
五
八
年
）
二
扁
八
頁
、
加
美
和
照
・
新
訂
商
法
総
則
（
平
成
元
年
）

八
六
頁
）
。
そ
れ
で
は
本
件
で
は
、
Y
に
営
業
主
た
る
外
観
が
備
わ
っ
て

い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
X
は
、
Y
を
営
業
主
と
誤
認
し
て
本
件
契
約
を

締
結
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
判
決
は
、
「
X
は
、
Y
が
本
件
各
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
と
誤
認
し

て
同
契
約
の
締
結
に
及
ん
だ
』
と
認
定
し
て
い
る
．
確
か
に
X
は
、
Y
名

義
を
用
い
る
A
を
Y
と
誤
認
し
た
の
で
あ
る
が
．
Y
名
義
の
A
は
、
本
件

契
約
を
行
っ
た
の
み
で
営
業
を
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
X
は
、

名
義
貸
し
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
Y
を
本
件
契
約
の
相
手
方
当

事
者
で
あ
る
と
誤
認
し
て
契
約
を
締
結
し
た
に
過
ぎ
な
い
．
つ
ま
り
、
X

は
Y
を
営
業
主
だ
と
誤
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
福
瀧
．
前
掲
七

四
頁
参
照
）
。
し
か
も
本
件
契
約
は
、
呉
服
類
の
割
賦
購
入
に
伴
う
購
入
用

金
員
借
り
受
け
に
関
す
る
連
帯
保
証
委
託
（
お
よ
び
求
償
義
務
に
つ
い
て

の
約
定
）
で
あ
り
、
提
携
・
ー
ン
中
の
一
契
約
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
Y
が
営
業
主
で
あ

る
よ
う
な
外
観
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
X
は
Y
を
営
業
主
だ
と
誤
認
し
た
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
、
Y
が
営
業
主
で
あ
る
よ
う
な
外
観
も
な
い
。
本
件
は
商
法
二
三
条

の
要
件
を
充
た
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
、
米
沢
明
「
適

用
範
囲
」
商
標
・
商
号
・
不
正
競
争
判
例
百
選
（
昭
和
四
二
年
）
一
七
五

頁
は
、
商
法
二
三
条
の
責
任
の
基
礎
は
、
個
々
具
体
的
な
取
引
の
主
体
た

る
外
観
で
は
な
く
、
そ
の
取
引
を
包
括
す
る
営
業
の
主
体
た
る
外
観
の
存

在
で
あ
る
、
と
す
る
。
な
お
、
小
橋
一
郎
・
商
法
総
則
（
昭
和
六
〇
年
）

一
四
〇
～
一
四
一
頁
参
照
）
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
に
は
商
法
二
三
条
を

類
推
適
用
す
る
基
礎
も
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
（
喜
多
．

商
法
総
則
二
〇
四
頁
）
。

　
三
、
（
民
法
一
〇
九
条
）
　
商
法
二
三
条
を
類
推
適
用
も
で
き
な
い
と
す

れ
ぽ
、
判
決
の
い
う
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」
の
意
味
は
、
さ
ら
に
別
の

と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
．
こ
の
点
、
民
法
一
〇

九
条
が
商
法
二
三
条
と
基
礎
を
同
じ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
椿
寿

夫
・
注
釈
民
法
⑥
（
昭
和
四
二
年
）
一
Ω
貢
）
の
で
、
本
件
に
民
法
一
〇
九

条
を
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
ぎ
、
次
に
検
討
し
て
み
ょ
う
．

　
前
述
（
一
）
の
よ
う
に
、
A
は
、
Y
の
氏
名
を
自
己
を
表
示
す
る
も
の

と
し
て
用
い
て
契
約
し
た
と
思
わ
れ
、
Y
の
た
め
に
本
件
契
約
を
締
結
し
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た
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
本
件
契
約
は
A
の
代
理
行
為
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
1
契
約
は
X
A
間
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本

件
に
民
法
一
〇
九
条
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
と

こ
ろ
が
、
同
条
の
要
件
を
大
幅
に
拡
大
す
る
判
例
が
存
在
す
る
（
最
判
昭

和
三
五
年
一
〇
月
二
一
日
・
民
集
一
四
巻
＝
一
号
二
六
六
一
頁
）
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
『
お
よ
そ
、
一
般
に
、
他
人
に
自
己
の
名
称
、
商
号
等
の
使
用
を
許

し
、
も
し
く
は
そ
の
者
が
自
己
の
た
め
に
取
引
す
る
権
限
あ
る
旨
を
表
示

し
、
も
っ
て
そ
の
他
人
の
す
る
取
引
が
自
己
の
取
引
な
る
か
の
如
く
見
え

る
外
形
を
作
り
出
し
た
者
は
、
こ
の
外
形
を
信
頼
し
て
取
引
し
た
第
三
者

に
対
し
、
自
ら
責
に
任
ず
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
民
法
一
〇
九

条
．
商
法
二
三
条
等
の
法
理
に
照
ら
し
、
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
」
と
さ
れ
る
（
同
旨
．
高
松
高
判
昭
和
三
九
年
一
月
三
一
日
・
高
裁
民
集
一
七

巻
一
号
三
〇
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
民
法
一
〇
九
条
の
拡
張
理
論
は
、
学
説
に

お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
結
論
に
賛
成
す

る
た
め
の
消
極
的
支
持
が
一
般
的
で
、
こ
の
理
論
自
体
を
積
極
的
に
支
持

す
る
者
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
そ
し
て
、
消
極
的
に
で
あ
れ
右

理
論
を
一
般
的
に
承
認
す
る
と
す
れ
ば
．
本
件
に
も
民
法
一
〇
九
条
の
類

推
適
用
（
あ
る
い
は
民
法
一
〇
九
条
と
商
法
二
三
条
の
重
畳
的
類
推
適
用

（
椿
．
前
掲
一
一
二
頁
参
照
）
）
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
ー
た
だ
し
、

右
昭
和
三
五
年
最
判
の
事
案
は
、
「
東
京
地
方
裁
判
所
厚
生
部
」
と
い
う

名
義
で
東
京
地
裁
の
職
員
互
助
団
体
が
取
引
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で

（
第
三
者
か
ら
見
て
代
理
行
為
が
認
識
さ
れ
る
）
（
な
お
、
福
岡
地
判
昭
和
四

六
年
三
旦
三
日
．
週
刊
金
融
・
商
事
判
例
二
六
七
号
一
八
頁
参
照
）
、
本
件
の
よ

う
に
名
義
か
ら
ば
人
格
の
分
離
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
ま
で
、
右
理
論
を

及
ぽ
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
な
お
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
右
昭
和
三
五
年
最
判
は
第
三
者
に
善
意
・
無
過
失
を
要
求
し
て

い
る
（
同
旨
、
高
松
高
判
昭
和
三
九
年
一
旦
一
二
日
・
高
裁
民
集
一
七
巻
一
号
三
〇

頁
）
。
商
法
二
三
条
に
関
し
て
は
、
重
過
失
の
あ
る
第
三
者
は
保
護
さ
れ
な

い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
（
高
鳥
．
商
法
総
則
商
行
為
法
（
改
訂
版
）
九

三
頁
）
．
右
昭
和
三
五
年
最
判
理
論
で
は
．
民
法
一
〇
九
条
が
か
か
っ
て
く

る
こ
と
（
椿
．
前
掲
二
八
頁
参
照
）
．
お
よ
び
他
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
に

な
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
右
最
判
の
第
三
者
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
の

判
断
に
賛
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
問
題
は
、
本
件
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
の
場
合
に
は
、
過
失
に
関
し
て
、
さ
ら
に
特
別
の
考
慮
が
必
要
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
既
に
．
ク
レ
ジ
ヅ
ト
契
約
に
つ
い
て
は
、
信
販

会
社
に
は
販
売
店
に
対
す
る
継
続
的
な
調
査
義
務
・
注
意
義
務
が
あ
り

（
本
田
・
前
掲
・
金
融
・
商
事
判
例
六
九
二
号
五
四
頁
、
同
・
前
掲
・
判
例
タ
イ
ム

ズ
五
二
二
号
八
二
頁
、
沢
井
・
前
掲
一
〇
三
頁
、
植
木
哲
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
裁
判
の
現

状
と
問
題
点
」
（
昭
和
六
一
年
）
消
費
者
信
用
法
の
研
究
二
〇
〇
頁
・
二
〇
二
～
二

〇
三
頁
）
、
さ
ら
に
、
顧
客
に
対
し
て
支
払
義
務
に
関
す
る
警
告
義
務
が
あ

る
（
本
田
・
前
掲
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二
号
八
二
頁
、
沢
井
・
前
掲
一
〇
一
頁
・

一
〇
三
頁
）
と
さ
れ
て
お
り
、
本
件
で
は
、
X
が
こ
れ
ら
の
義
務
を
履
行

し
た
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
．
し
か
も
一
般
論

と
し
て
．
民
法
一
〇
九
条
の
授
権
表
示
の
認
定
を
緩
や
か
に
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
代
理
権
限
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
調
査
義
務
の
拡
大
を
考
え
る
べ

き
だ
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
安
永
正
昭
「
表
見
代
理
」
民
法
講
座
－
（
昭
和
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五
九
年
）
五
四
〇
頁
）
。
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
支
持
さ
れ
る
べ

き
だ
と
す
る
と
、
昭
和
三
五
年
最
判
理
論
の
も
と
で
は
、
な
お
さ
ら
X
の

右
調
査
義
務
・
警
告
義
務
の
拡
大
が
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
本
件
は
詳
細
な
事
実
関
係
が
不
明
確
で
断
定

は
で
き
な
い
が
、
X
は
右
義
務
を
1
少
な
く
と
も
Y
の
責
任
を
問
い
う

る
程
度
ま
で
は
－
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
の
疑
い
を
強

く
感
じ
る
（
な
お
、
本
判
決
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
さ
れ
た
、
X
・
A
・
B

と
な
で
し
こ
β
ー
ソ
に
関
す
る
名
古
屋
地
判
昭
和
五
八
年
四
月
二
〇
目
・

判
例
時
報
一
〇
八
三
号
一
一
七
頁
は
、
X
は
そ
の
代
理
店
で
あ
る
A
の
信

用
調
査
を
す
る
機
会
を
充
分
に
有
し
、
A
の
経
営
状
況
等
を
把
握
し
う
る

立
場
に
あ
る
の
に
、
右
調
査
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
．
と
い
う
）
。
も
っ
と
も
．
一
方
で
Y
は
．
A
に
名
義
を
貸
与

し
た
だ
け
で
な
く
、
X
か
ら
の
電
話
確
認
等
に
異
議
を
唱
え
て
い
な
い
．

こ
の
点
を
重
視
し
、
本
判
決
を
支
持
す
る
立
場
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

（
長
尾
治
助
「
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
の
名
義
貸
判
例
の
検
討
」
判
例
評
論
三
一

九
号
（
昭
和
六
〇
年
）
一
四
頁
注
（
2
）
参
照
V
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
で
Y

の
責
任
要
件
と
し
て
充
分
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
本
判
決
に
よ
る
と
、

「
Y
は
A
と
相
当
程
度
の
交
際
が
あ
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
」
て
い
る
が
、

Y
と
A
が
共
謀
し
て
X
か
ら
金
員
を
詐
取
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
と
も

か
く
、
本
件
で
は
A
が
主
導
的
で
あ
り
、
Y
は
単
に
名
義
を
貸
し
た
に
過

ぎ
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の

構
造
（
信
販
会
社
と
販
売
店
の
密
接
な
経
済
的
関
係
）
か
ら
み
て
、
名
義

貸
し
の
リ
ス
ク
は
基
本
的
に
信
販
会
社
が
負
担
す
る
べ
き
で
あ
り
（
本
田
．

前
掲
・
金
融
・
商
事
判
例
六
九
二
号
五
三
頁
、
同
・
前
掲
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二

号
七
七
頁
、
植
木
・
前
掲
一
九
九
～
二
〇
三
頁
）
、
本
件
に
お
い
て
も
、
前
述
の

義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
X
に
、
Y
へ
の
請
求
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
は

な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
清
水
巌
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
と

消
費
者
の
抗
弁
権
－
個
品
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
を
中
心
と
し
て
」
現
代
契
約
法
大

系
四
巻
（
昭
和
六
〇
年
）
二
八
九
頁
、
沢
井
・
前
掲
一
〇
八
頁
、
植
木
・
前
掲
二
〇

一
頁
）
。

　
四
、
（
証
明
責
任
）
　
た
だ
し
、
証
明
責
任
の
問
題
は
残
る
。
第
三
者
の

主
観
的
要
件
に
関
す
る
証
明
責
任
は
、
民
法
一
〇
九
条
（
最
判
昭
和
四
一
年

四
旦
三
日
・
民
集
二
〇
巻
四
号
七
五
二
頁
）
．
商
法
一
二
二
条
（
最
判
昭
和
四
三

年
六
月
；
百
・
民
集
一
三
巻
六
号
一
一
七
一
頁
）
と
も
に
本
人
（
名
板
貸
人
）

に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
Y
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
Y
の
敗
訴
は
、
Y
が
X
の
過
失
を
証
明
で
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
り
ー
結
論
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
ー
当
然
だ
と
い
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
け
れ
ど
も
第
一
に
、
本
判
決
認
定
の
事
実
か
ら
だ
け
で
も
、
X
は
前
述

の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
疑
い
が
強
く
、
Y
の
敗
訴
は
証
明
責
任
に
よ

，
る
の
で
は
な
く
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
構
造
に
対
す
る
本
判
決
の
認
識
不

足
が
真
の
理
由
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
、
本
判
決
の
あ
い

ま
い
・
不
正
確
な
理
論
の
原
因
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
論
を
も
左
右

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
第

二
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
構
造
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
X
に
無
過
失
の

証
明
責
任
を
負
担
さ
せ
る
の
が
衡
平
だ
と
の
主
張
が
あ
る
（
本
田
・
前
掲
・
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金
融
・
商
事
判
例
六
九
二
号
五
四
頁
、
同
・
前
掲
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
二
号
八
二

頁
）
。
本
件
の
よ
う
に
、
民
法
一
〇
九
条
も
商
法
二
三
条
も
直
接
適
用
で
き

ず
、
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」
に
よ
る
解
決
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
右
主
張
は
な
お
さ
ら
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
そ
し
て
こ
の

主
張
か
ら
す
れ
ば
、
一
個
人
の
証
言
の
み
か
ら
X
の
主
観
的
要
件
を
充
足

し
た
と
判
断
し
て
い
る
本
判
決
に
は
、
当
然
疑
間
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

　
五
、
本
判
決
は
、
Y
の
責
任
を
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」
に
よ
り
肯
定

す
る
。
け
れ
ど
も
前
述
（
二
）
の
よ
う
に
、
本
件
に
は
商
法
二
三
条
を
類

推
適
用
す
る
基
礎
は
な
く
、
「
商
法
二
三
条
の
法
意
」
の
意
味
は
漢
然
と

し
て
い
る
．
従
来
の
判
例
か
ら
す
る
と
、
最
判
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
二

日
の
理
論
が
本
件
に
あ
て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
X
の

過
失
が
問
題
と
な
る
（
三
）
．
そ
し
て
、
過
失
の
証
明
責
任
が
仮
に
Y
に
あ

る
と
解
し
て
も
、
本
件
の
結
論
に
は
な
お
疑
問
を
感
じ
る
（
四
）
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
あ
い
ま
い

な
理
論
に
安
易
に
依
拠
し
て
Y
の
責
任
を
認
め
た
本
判
決
は
、
批
判
を
受

け
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
山
本
爲
三
郎

90


